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平成２４年２月１６日 

 

平成２４年度（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社職員採用試験案内 

 

（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社職員採用試験を次により行います。 

 

１．職種、勤務地、受験資格、募集人員 

 

・職種    企画施設管理業務職 

・勤務地  指定管理受託施設等：南魚沼市民会館、ディスポート南魚沼、南魚沼市図書館

及び大和公民館さわらび（24.2.16現在の勤務地  人事異動制度あり） 

※夜間、交替（早出、遅出）勤務制度あり 

・受験資格  昭和５７年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた者 

高等学校卒業または、これと同等以上の学力を有する者 

（平成２４年３月の卒業見込みを含む） 

要普通運転免許（オートマ限定可 平成２４年３月資格取得見込みを含む） 

・募集人員  １人 

 

２．試験の日時、場所 

 

第１次試験 平成２４年３月１１日（日） 受付開始 午前９時３０分 試験開始午前９時５０分 

第２次試験 平成２４年３月２０日（火） 時間は第１次試験の合格者に通知する。 

場所はいずれも南魚沼市民会館 

 

３．試験の方法 

 

（１）第１次試験 

・教養試験 一般知識及び知能について高校卒業程度で筆記試験を行う。 

・作文試験 課題の理解力、思考力及び表現力等について筆記試験を行う。 

 

（２）第２次試験 

第１次試験の合格者に対して面接試験を行う。 

 

（３）その他 

第１次試験の合格者に対して、受験資格、申込書記載事項の真否について調査する。 

 

４．合格者の発表及び採用予定 

 

第１次試験合格者 平成２４年３月１２日（予定） 受験者全員に対し、合否を通知する。 
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最終合格者     平成２４年３月２１日（予定） 第２次試験受験者全員に対し、合否を通

知する。 

合否等の問合せについては、本人の場合でも一切、応えません。 

 

・採用 平成２４年４月１日付採用予定（試雇期間６カ月） 

 

５．給与 

 

給与は、（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社給与規則に基づく額 

１８歳高等学校卒で基本給月額１３７，２００円である。ただし、採用時に経験等でこの額が

変更されることがある。また、その他に扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、時間外

勤務手当等がそれぞれの基準により支給される。 

 

６．受験手続 

 

（１）申込み方法 

①採用試験受験申込書、②エントリーシート、③受験票に自筆で記入し、下記により提出す

ること。（写真を必ず貼付してください。） 

①～③の用紙は、公社ホームページからもダウンロードできます。 

 

（２）受付期間及び受付時間 

平成２４年２月１６日（木）から平成２４年３月２日（金）まで。 

午前８時３０分から午後５時１５分まで受け付ける。（ただし、月曜日を除く。） 

郵送の場合も、３月２日（締切日）必着とする。（午後５時１５分まで） 

 

（３）その他 

・申込書を郵送で提出する場合は、書留郵便等確実な方法で提出すること。 

・受験票（後日、本人へ返送）は、試験当日必ず持参すること。 

 

７．提出先及び問合せ先 

 

〒９４９－６６８０ 南魚沼市六日町８６５ 

（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社 （南魚沼市民会館内 月曜：休館） 

ＴＥＬ ０２５－７７３－５５００  

ＦＡＸ ０２５－７７２－８１６１ 

  ＵＲＬ http://www.6bun.jp 

    Ｅ-mail info@6bun.jp 

文化振興係 担当：和田 
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（財）南魚沼市文化スポーツ振興公社の概要について 

 

１．組織 

 

名称：財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 

設立：昭和６３年３月１日 

基本財産：６０，０００千円（平成２３年３月３１日現在） 

役員：理事長 髙野孝雄 副理事長１名 専務理事１名 理事１１名 監事２名 

評議員会：評議員１４名 

 

目的：生涯学習の理念を基調として、芸術・文化活動並びにスポーツの振興を図り、もって

豊かな地域社会の創造と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

事業：目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）文化振興事業計画の樹立並びに文化振興事業の実践 

（２）スポーツ振興事業計画の樹立並びにスポーツ振興事業の実践 

（３）健康増進活動の助長及び生涯学習活動の推進 

（４）勤労青少年活動の推進並びに各種社会教育団体学習活動の推進 

（５）歴史、民族及び美術に関する調査研究及び知識の普及啓発事業 

（６）前各号の事業に関連する南魚沼市所有施設の管理運営業務で、当該施設の管

理者から委託される業務の受託 

（７）その他目的を達成するために必要な事業 

 

沿革： 

昭和６３年３月１日 設立の許可（基本財産１０，０００千円 全額六日町出捐） 

            財団法人六日町文化事業振興公社 

平成 １年４月   六日町文化会館の管理運営を受託（事務局：六日町文化会館内に移

転） 

平成 ９年４月   六日町スポーツコミュニティセンター他体育施設の管理運営を受託 

            財団法人六日町文化スポーツ振興公社 名称変更 専務理事制 導入 

平成１８年３月   財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 名称変更 

平成１８年４月   (財)塩沢町文化、スポーツ事業振興公社と合併 

            多くの南魚沼市公の施設について、指定管理者として指定を受ける 

平成２１年４月   第２期南魚沼市公の施設について、公募により指定管理者となる 

（平成２４年４月  公益財団法人に移行予定） 
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２．職員数 

 

事務局 事務局長（専務理事兼務）１名（男性１名）、職員１２名（男性６名 女性６名） 

南魚沼市民会館（他の文化施設含む） ４名 

南魚沼市図書館 ２名 

大和公民館さわらび １名 

ディスポート南魚沼（他のスポーツ施設含む） ５名 

 

 

３．事業内容 

 

文化スポーツ事業の実施や、各施設の管理運営を行うことで、多様化、複雑化する住民 

ニーズに迅速・効率・柔軟に対応するとともに、行政機能を補完・代替・支援する役割を担い、

市政の一翼を担い、市民サービスの第一線に立つとともに、市の文化スポーツの振興に重

要な役割を果たす。 

 

各施設の管理のみならず、施設を有効活用しての各種事業の実施。 

２３年度実施の主な事業 

市民会館：ジュニアよさこい教室ほか教室事業、さだまさしコンサート(3/12 予定)ほか 

牧之記念館：越後上布「苧引き実演・体験」ほか 

図書館：読書のつどい、ブッスクタートほか 

ディスポート南魚沼：総合型地域スポーツクラブ「南魚スポーツパラダイス」事務局として、

各種水泳教室、リズム体操、フラダンス教室ほか多くの事業 

 

指定管理施設 

文化振興係 ：南魚沼市民会館、南魚沼市立今泉博物館（２３年５月閉館）、鈴木牧之記念

館、南魚沼市図書館、南魚沼市トミオカホワイト美術館（２３年１０月より） 

スポーツ振興係 ：ディスポート南魚沼、二日町体育館、欠之上クロスカントリーハウス 

           小栗山サンスポーツランド、雪国スポーツ館、二日町グラウンド 

余川グラウンド、塩沢グラウンド、石打グラウンド、大福寺工業団地多目的

広場、大原運動公園、塩沢勤労者体育センター、大和 B＆G 海洋センター 

中之島農村広場 

 

 


